
ワイン ･ビジネス研究の対象と課題
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ShigeakiODA:TargetsandTopicsforWineIndtlStryResearch

Thispaperfirstlysetsdownsomeframesforviewirlgthewineindustrybasedonitscurrent

statusinCaliforniawhereithasshownremarkablegrowth.Onthatbasis,itsystematically

derivessometargetsandtopicsforwineilldustryresearchintermsofagriculturaleconomics

andfarmmanagement.Itthensetsdownsomeguidelinesfordcvelopingftltllreresearchin

thisarea,7nthispaper,thefollowingtenthemesarepresentedindetail.

1)Commodityandconsumptionregardingwine,andthebackgroundculttll･e,history,llnd

technologywhichhashelpedtoformthosecharacteristics.

2)IndustryorganizationconcerⅠ1illgWinegrapeandwineproduction.

3)Vineyardandwillerymanagement,andtheirrelationtoagriculturaldevelopment.

4)Customcrushandcustomcrushoption,theirinfluenceonthewineindustry,and

developmentofsuchformsofindividualmanagement.

5)Therolealldthepositiollingofuniversity,theeffectofuniversityextensionprogramsand

researchinstitutesonthewineindustry.

6)WinemarketingandtradeandtheirinfluenceonwineindtlStry.

7)SensoryevaluationforwineanditsinfluenceonthewineindustlY.

8)bwsandregulationsconcerningproduction,marketing,andconsumptionofwineandtheir

innuencconthewineindustry.

9)Ruraldevelopmentandthewineindustry.

10)bnduseplanning,ellVironmentalproblems,andthewineindustry.

1. はじめに

今日､栄樹加工産業に関するアグリビジネスの中でワイン･ビジネスは独自の色彩を強

めつつ国際的に大きな進展を遂げてきている.ワインの生産 ･流通 ･消費はヨーロッパを

中むに古くから展開 ･発展してきたが､農産物加工商品に関連したビジネスとして日本や

欧米諸国で注目を集めてきたのはここ30-40年のことであるOこれは､一面で世界経済の

発展と安定に基礎付けられた食文化の高度化に伴う文化的な現象を背景としたものである

ともいえようOまた､フランス､イタリア等に代表されるワインに関する様々な制度に縛

られた伝統的なワイン産出国とは対照的に､大学 ･研究機関を中心とした研究開発と先進

的な企業家による開発投資及び多様なワイン関連ビジネスによって支えられ発展してきた

米国が )フォルニアにおける高品質ワイン生産が､ワインの矧葦地図を大きく塗り替えて

きたことも影響しているといえよう｡さらに､オース トラリアやチリ､中国が新たなワイ

ン産出国として台頭してきており､矧賢的競争がますます激化する中で､今後､ワイン ･

ビジネスは矧賢的には無論のこと各匡日和 こおいても大きな変貌を遂げていくであろうと考
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えられる｡

そこで本稿では､近年この種ビジネスの発展の著しい米国カリフォルニアでの展開経緯

を視座に置き､現状におけるワイン･ビジネスの枠組みを整理した上で､農業経済 ･経営

学領域におけるワイン ･ビジネス研究の対象と課題を体系的に導糾し､この種研究領域に

おける今後の展開方向を提示 したいl)0

我が国における農業経済 ･経営学領域においては地域特産品的な色彩の強い果樹虚業に

関する研究はミカン作農業を除いてもともと多くはない｡特にワイン ･ビジネスの成熟度

とも関連 し園内ではこの種領域における研究はほとんど皆無といえる｡また､海外におい

ても､技術面は別として､経済 ･経営面に分析の視座を置いたこの種領域に関する研究は

部分的には散見できるが体系的に取り組んだものは多くはないといえる｡

2､ワイン･ビジネスの現状と特徴

(1)ワイン生産 ･流通 ･消費のアウ ト･ライン

ここでは､幾つかの統計デ-タを中心に健界のワイン産出国におけるワインの生産 ･流

通 ･消費のアウ ト･ラインを押さえておこう｡

まず世界におけるブ ドウ栽培面橡は､1999年時点で約786万haであり､熱滞果樹及びナ

ッツ類を除く果樹栽培総面横の概ね50%程度を占めるといわれ､さらにその内の80%以上

がワイン用ブ ドウ栽培商機となっている｡1999年におけるブ ドウ生産2)の大陸別内訳は

表 1に示す通 りで

ある｡ この嚢か ら

は栽培面積 ･生産

巌共に ヨーロッパ

大陸が世界の半数

以上 を占めている

のが特徴的である｡

他方､単収 に関 し

ては ヨーロッパ大

陸は南北アメ リカ

表 1 大陸別ブドウ栽培面積と生産量 (1999年)

栽培面機 (刀ha) 生産鼠 (万t) t/ha

ヨーロッパ 501.9 (63.8%) 3279.3 (54.0%) 6,53

(内EC諸国) 355.2 (45.2%) 2693.9 (44.3%) 7.58

南北アメリカ 87.0 (ll.1%) 1130.4 (18.6%) 12.99

アフリカ 32.3 ( 4.1%) 329.9 ( 5.4%) 10.21

アジア 151.7 (19.3%) 1204.1 (19.8%) 7.94

オセアニア 13.5 ( 1.7%) 134,5 ( 2.2%) 9.96

文献 [14】P.326の別表2より転戦

の半分程度であり､大陸別では憧界で寂も低 くなっている｡高品質ワインを生産するため

には技術的に単収を制限する必要があるといわれており､このような事情がこの単収差に

影響している可能性が考えられよう｡

次に主要ワイン産出国別のワイン生産蛍 ･消費凝及び 1人当たり消費鼠を概観 したもの

が嚢2であるOこの嚢に関しては､第 1に､｢ワイン常飲同｣ 3)での生産量の減少と1人
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表 2 世界のワイン生産量 ･消費量

国名 ワイン生産嵐(万キut㍑)ワイン消費j麓(万キ謹乙) --人当たり消費鼠(㍑)
1976-8碑平均 1999年 1976-8(揮平均1999年 1960年 1990年 1999年

フランス 672.6 602.4 515.7 355.0 140.0 72.7 58.7

イタリア 746.2 580.7 513.3 312,0 107.1 61.5 54.2

スペイン 338.3 326.8 233.2 150.0 50.6 42.0 39.5

ドイツ 78.3 122.9 149..1 189.7 ll.3 26.0 23.0

アメリカ 165.4 206.9 161.4 208.6 3.5 7.7 7.9

アルゼンチン 246.0 158.9 217.1 125.8 53.6 52.1 38.4

チ リ 56,6 48.1 52.8 28.5 48.0 29.5 19.0

南アフリカ 63.0 79.7 24.9 39,1 - 9.3 8.6

オース トラリア 36.6 85.1 20.7 37.3 5.2 18.3 19.8

ソ連 306.0 - 360.3 - - - -

中国 - 52.0 - 55.4 - 0.03 0.05

日本 2.4 12.5 4.1 27.8 0.04 1.1 2.5

文献 [14]pp.327-329の別表3及び別表11より筆者が加工作成

表3 ワインの輸出 ･輸入量

国名 柄i人数 (単位1000キ詔j乙) 輸山嵐 (主ま位1000㌔.㍑)
l986-9碑平均199卜95榊均 1995年 1996年 1購-90桝均1991-95榊均 1995年 1996年

フランス 477 599 613 530 1,288 1言39 1,148 1,229

イタリア 59 46 18 17 1,254 1,367 1,583 1,512

スペイン 7 63 236 114 465 735 626 673

ポル トガル 41 52 76 67 160 195 155 200

ブルガリア ll 14 30 30 179 113 190 209

ギ リシャ 2 5 4 2 87 56 54 31

ドイツ 904 978 877 1,076 272 269 230 301

オース トリア 29 23 24 23 6 18 23 23

アメリカ 316 251 275 347 59 118 133 164

アルゼンチン - 12 6 4 43 71 215 125

チ リ 0.2 0.2 0.2 0.1 23 95 129 184

オース トラリア ll 10 14 14 36 116 116 147

南アフリカ 0.9 0.8 1 9 7 39 71 100

イギ リス 659 659 639 746 6 6 ll 23

0.I.Ⅴ (閉環葡鶴 ･葡葡酒事務局)瞭料

株式会社メルシャンのhttpノ/www.merciall.CO,jp/より艦載
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当たり消費鼠の大幅な減少を伴った消費量全体の減少傾向が特徴的である｡なお､生産豊

の減少には1980年以降顕著となってきたEC諸国におけるワイン消費の減少 ･低迷のた

め､ワイン用ブドウ樹の生理､ワイン生産の制限といった政策が採用されてきたことも大

きく影響しているといえる｡第2に､逆に米国､オーストラリアや日本といった ｢ワイン

非常飲園｣･日での 1人当たりの消費鬼の大幅な増加を伴った総消費鼠の増加傾向が読み

取れるO第3に､我が国ではあまり認識されていないアルゼンチンや旧ソ連の生産鼠 ･消

費蛍の意外な高さが注目されるO

泰3の主要ワイン産出国におけるワインの輸出入畳を見ると､フランスやイタリア､ス

ペインといったヨーロッパの ｢ワイン常飲国｣は少なくとも1980年以降輸出量がほぼ同水

準で推移しており､園内ワイン生産量の減少傾向を考慮すると国内ワイン生産登に対する

輸出比率は大きく上昇してきているといえる｡さらにフランスでは､輪入選も多いのが特

徴的であるO他方､アルゼンチンは園内ワイン生産量に対する輸出入比率が極めて小さく､

かつ 1人当たりのワイン消費魔がスペインと同程度に高いことから､｢ワイン常飲国｣と

してワインを自給自足 していることが読み取れるOまた､｢ワイン非常飲園｣として位置

付けられる米国5)では､園内生産ワインは､若干晃の輸出を除けば､ほとんどは増大し

てきている国内消費に回されている｡しかし､それでもかなり大きな不足が発生しており､

その不足分を輸入でカバーしていることが読み取れるOオーストラリアも同様に ｢ワイン

非常飲国｣であるが､増大してきている国内消費義を大きく上回る生産を行ない､輸出量

を増大させてきている｡

巌後に､衷4によってワインの価格セグメント別流通量について概観しておこう｡この

嚢は米図カリフォルニアの1999年度における実績である｡蛍換算ではジャダ ･クラスのワ

インが全体の44%を占めているが､金額換算ではジャダ ･クラスは20%弱であり80%以上

をプレミアム ･クラス以上のワインが占めている｡さらに､この比率の推移をみると､図1

表4 1999年度の米国かノフォルニア ･テーブル ･ワインの価格セグメント別流通量

1場当たり 価格セグメント ケース換算 売 上 高
小売価格 (単位100万) (単位100万)

$25以｣二 ラグジヤ リー 2.5 (2%) $900 (17%)

$25-$15 ウルトラ.プレミアム 7.6 (5%) $430 (8%)

$15以上 ウルトラ.プレミアム以｣二 10.1 (7%) $1,330 (25%)

$10-$15 クラツシック.プレミアム 10.2 (7%) $680 (13%)

$7-$10 ミツド.プレミアム 14.3 (9%) $740 (14%)

$7-$15 スーパー.プレミアム 24.5 (16%) $1,420 (27%)

$3-$7 ポピュラー.プレミアム 49.5 (33%) $1,650 (31%)

Gomber払Fredrickson&Associatesによる推糾厳から繁者が加工
輸出を除く
テーブルワインとは､アルコール度数14%以上の発泡酒を除いた全てのワイン

1ケ-スは750mlボ トル12本で9リットル
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図 1 米国におけるテーブル ･ワイン流通量 (1980年-2005年)
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から判るように､生産量におけるジャダ ･クラスのワインの比率は年々低下し､カリフォ

ルニアにおいてはプレミアム ･クラス以上のクラスにワイン産業としての生産の童心が移

ってきていることを物語っているといえよう｡そして､この傾向はワイン産出国における

慨界的な傾向として押さえておく必要がある｡

以上より､ワイン産出国に関しては､｢ワイン常飲国｣としての大きな国内消費鼠への

対応と共に輸出にも大きなウエイトを持つような形態､その中でもフランスのように高品

質ワインを重点的に輸出し国内消費登の不足分をイタリア等の他国から輸入しているよう

な形態､アルゼンチンのような ｢ワイン常飲国｣での自給自足的なワイン生産の形態､米

国のように ｢ワイン非常飲国｣でありながらワイン生産と消費が共に増加しつつも生産が

追いつかず輸入にも大きく依存しているような形態､オーストラリアのように国内消費曳

以上の生産が輸出を前提に行なわれような形態､そして､日本のように ｢ワイン非常飲固｣

であり1人当たりの消費蕊もまだまだ低いが､しかしワイン消費量の着実な増加の下に国

産ワインと輸入ワインが量的に培抗しているような形態等､様々な形態のワイン産出国が

存在する｡

(2)現状におけるワイン生産 ･流通 ･消費の諸特徴

ワイン生産はワイナリー 6)で行なわれ､その工程は､日本酒等他の酒類の生産工程と

比較すると技術的には単純だといえる｡そこで､まず現状におけるワイン生産 ･流通 ･消

費の諸特徴を整理しておこう｡
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第 1の特徴は､ワイン生産はその技術的特質からワイン用ブドウ栽培と地理的に強く結

びついていることである｡ワイナリーは､通常､一定のゲインヤー ド7)を併設 しており､

そこから地理的に離れては存立できない ｡このことは､ワイン以外の酒類と根本的に異な

る特徴である｡これは､ブドウという果実の特色から､ワイン用ブ ドウを収穫しクラッシ

ュ8)するまでの時間をできるだけ短くすることが求められ､米や変等の他の酒類の原料

のように貯蔵することが極めて困難であることによる｡特に､高品質ワインはどこの点が

重要となる｡

第 2は､ワインが販売可能な商品になるまでには長期の生産期間が必要となることであ

る｡新規にヴインヤー ドを開いた場合､ワイン用ブ ドウが収穫できるまでに潰本所桶から

最低 3年を必要とし､ヌーボー ･スタイルf))のワインを除けば､そこから白ワインでさ

らに最低 1年､赤ワインで最低 2年程度の期間が必要となる｡

第3は､ワインは､その商品としての種類が原料となるワイン用ブドウ品種の多様性を

反映 し､赤ワイン､白ワイン､ロゼ ･ワインという分類を大きな括りとしながらもその中

での商品アイテム数が極めて多く､その差異に対する一定の認識とコンセンサスが消費者

サイドで成立していることである｡

第4は､さらに上記の同じ商品アイテム内でも品質差を反映した価格差が極めて大きく､

｢ワイン常飲園｣で一般に飲まれているジャダ ･クラスのワインから投機の対象となるよ

うなカル ト･クラスのワインまで衷4で示 したようにレンジの大きな価格 (品質)ピラミ

ッドが存在することである｡

第5は､第3､第4の特徴とも関連するが､米国等のワイン産出国における個別ワイン

生産経営の経営規模や経営形態を見ると､年間1000ケ-ス10)以下程度のホビー的生産経

営から1000万ケース以上の大規模企業的経営まで様々な規模や経営形態のワイナリーが並

存 し､かつ各ワイナリーで生産されるワインの商品アイテムは独自のマーケット･ポジシ

ョンを持っているということである｡言い替えれば､ワイン生産市場の競争構造は､極め

て独占的競争構造であるといえよう｡

(3)現状におけるワイン生産 ･流通 ･消費を取巻く状況の諸特徴

次に､現状におけるワイン生産 ･流通 ･消費を取巻く状況の諸特徴を整理 しておこう｡

まず第 1に､ワインがアルコ-ル含有飲料であるために､団や州によって様々な法律や制

度が存在することである｡また､フランスの ｢A.0.C.｣(原産地統制呼称)に代表 される

認証制度や様々なレベルの ｢ワイン法｣ ll)が多くのワイン産出国に存在 し､-･定の規制

は存在するもののそれらの園におけるワイン生産 ･流通 ･消費を--･面で保護 し､そこでの

生産者ブランドの確立 ･維持に大きな役割も果たしてきている｡

第2に､ワイン生産には様々な生産関連資材を必要とするが､その中でも特に熟成用の

樽と壌熟成用のコルクの供給は､ワイン用ブドウと同様に高品質ワイン生産とその品質の
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維持 ･向上に必要不可欠な独特の生産資材である｡これらの生産資柳 ま工業化による大き遺

生産が困難 12)で､その供給はワイナ リーと同様に手作業が中心の家内工業的生産に依存

しているOさらに､両者共にオークやコルクの木材生産を前提としており､その意味でワ

イン生産は農業と林業を共に基礎とした産業であるともいえよう｡

第 3に､商品としてのワインの官能 (センサ リ-)評価は､プレミアム ･クラス以上の

ワイン流通について極めて重要である｡ワイン ･オークション13)､コンテス い 4)､あるい

は民間評価機関による定期的な評価が健界各地で実施 され､その結果に関する情報は様々

なワイン関連雑誌やインターネット等を通 じて瞬時に全世界に行き渡る状況になっているほ)0

つまり､この評価結果がワイナ リーの収益構造を大きく左右する可能性があるということ

である｡また､世界各地でワイン展示会やフェスティバルが定期的に行なわれるようにな

り､参加者は世界各地の有名ワイナリー等のワインの試飲や購入ができるだけでなく､そ

の場で商談を行なうことも可能となっている｡

第 4に､カスタム ･クラッシュと呼ばれるワイン生産支援サービス ･ビジネスが広範に

存在 していることであるOこれは､従来､ゲインヤ- ドのみを所有 ･経営 し独自のワイナ

リーを持たないゲインヤー ド所有 ･経営者やワイン用ブ ドウ生産者から-定の料金を科 し

てクラッシュ作業を受託するビジネスであった｡ しか し､今Jjでは､この支援サ-ビス ･

ビジネスの延長線上に様々な形態の支援サービス ･ビジネスが存在する｡具体的には､単

にクラッシュ作業のみの受託から醗酵､熟成､噂話 ･ラベル貼 りまでの様々なワイン生産

に関する工程受託､さらにはワイナ リーの経営指導､販売対策や税務対策のア ドバイス等

まで広範に存在する｡これらの支援サービス ･ビジネスはカスタム ･クラッシュ ･オプシ

ョンと広義に呼ばれている｡

第 5に､ワイナ リーにおける近年の特徴は､訪問者を積極的にワイナ リ弓 こ受入れ､テ

ースティング ･ル-ムと呼ばれる区画で自家生産ワインの試飲サービスを行なったり､自

家生産ワインやその他 ワイン関連グッズの販売を行なっていることである｡特に､試飲サ

ービスは一般に有料で行なわれておりワイナ リーの重要な収入源ともなっている｡ワイン

貯蔵庫 を有料で開放 し､レセプションやコンサ- ト等に時間貸 しすることも有名ワイナリ

ーではしばしば行なわれるようになってきている｡

第 6に､ワイン関連の研究開発 ･教育 ･普及ビジネスが広範に存在することである｡ 具

体的には官能評価を中心としたワイン ･テ-スティングの方法や家庭におけるワイン ･メ

-キングの方法から､ワイン用ブ ドウ生産に関する実習や講義､ワインの品質分析方法､

ワイン用ブ ドウ生産やワイン醸造に関る先端的な研究開発等様々なレベルでの取 り組みが

大学､研究 ･普及機関及び民間会社によって行なわれてきている｡また､ワイン ･ビジネ

ス関係者向けに､ワイン流通に関する法的規制問題やヴインヤー ドやワイナ リー経営の管

理問題､テースティング ･ルーム経営問題等に関 して､｢Howto｣提供型から問題解決型

までの様々なレベルの実習や講義も同様に提供 されるようになってきている｡そして､こ
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れらのサービスの提供に関しては大学､研究 ･普及機関及び民間会社が､それぞれに固有

の役割を果たしてきているといえる｡

第 7に､近年､特定地域における急速なヴインヤードやワイナリ-の新規開墾 ･設立 ･

拡大がワイン ･ビジネスの拡大 ･進展と共に進んでいる｡そのために周辺農地や居住地及

び野生動植物等の生息地における土地利用上の問題やそれと関連する環境負荷問題が大き

く注目されてきている｡国や州によって相違はあるものの環境政策による様々なレベルで

の法律や制度等の制約と監査 ･報告義務がヴインヤードやワイナリー経営者に科せられて

きている｡

3.ワイン･ビジネスの枠組み

さて現状におけるワイン生産 ･流通 ･消費やそれを取巻く状況の諸特徴を踏まえると､

ワイン ･ビジネスという場合､①ワイン生産ビジネス､②ワイン流通ビジネス､③ワイン

生産 ･流通に関する資材生産 ･供給ビジネス､④ワイン生産 ･流通に関する支援サービ

ス ･ビジネス､⑤ワインに関する研究開発 ･教育 ･普及ビジネスの5つの領域のビジネス

に大きく分類することができる｡

以下､これらの各ビジネスの具体的内容や形態を概観 しておこう｡

日 )ワイン生産ビジネス

ワイン生産ビジネスは､広義にはワイン用ブ ドウ生産経営 (ゲインヤー ド経営)と狭義

のワイン生産経営 (ワイナリー経営)がその中心となるoただし､既に指摘したようにワ

イナリーは一定のヴインヤー ドをその周辺や近隣に併設 ･配置して存立しており､ワイナ

リーのみの経営はワイン用ブ ドウ生産者の協同組合的な形態を除けばほとんど存在 しない

といえるO-方､ヴインヤー ドのみの経営は広範に存在するが､ここでもワイン生産の特

徴から､その形態は特定ワイナリーとの何らかの契約栽培が基本となっているO

ヴインヤー ドやワイナリ-経営には国や地域により様々な規模や経営形態の経営が存在

するO特にワイナリー経営については､その所有者､経営者､ワインメーカーlfS)､ワイン

セラ-従業員17)､その他従業員等の関係に関してワイン生産の特徴から様々な形態が存在

するのが一般的である18).また､ワイナリ-経営の発展や売却 ･転売に関しても様々な過

程や条件が存在するといえるOさらに､ワイナリ-はその周辺に広がるヴインヤー ドと共

に､直接的なワイン生産だけでなく消費者や観光客を引付けるシンボル的施設の役割も果

たすことが多く､そこでは自家生産ワインの有料でのテースティング ･サービスや直接販

売､ワイン関連アイテムの販売､ディナーショ-等へのワイナリ-空間の接供等のワイン

生産ビジネスに関連したサイド･ビジネスが広範に存在しているといえる｡
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(2)ワイン流通ビジネス

ワイン流通ビジネスに関しては､ワイナリーでの直接販売を除いてワイナリーから最終

消費者へワインが流通する経路､そこに介在する主体やその形態が問題となる｡これらは､

閲や地域によっても大きな相違が存在する｡例えばフランスにおけるブルゴーニュとボル

ドーとの対比が有名だが､前者は個別ワイナリーが主体的に様々な流通経路にアクセスす

るのが一般的であるが､後者においては ｢アロカシオン｣ 19)と呼ばれるような慣習的な

制度等の下でネゴシアンが流通の中核を担っており､各ワイナリ可 まその年に仕込まれた

ワインをネゴシアンに先売りしてしまう傾向が強い｡

また､我が国のように商社や園内ワイナリ-がワイン産出国からバルク20)でワインを

購入し､独自ブランドで壊話したり自家生産ワインと混合して壊話し､既存の流通ルー ト

に乗せて販売する形態もある｡

さらに､並行輸入の一つの形態として個人輸入業者による流通も活発に行なわれており､

現地での個人的ネットワークを挺子にして対象消費者の好みに木目細かく対応できる個人

消費者向けの取引が､矧葦宅急便とインターネットを利用して展開されてきている｡一般

に､商社や大手量販店は大型コンテナによる海上輸送でワインを輸送し国内で流通させて

おり､この形態がワイン貿易の主流となっているが､輸送日数や輸送環境の問題からワイ

ンの磐の劣化がしばしば問題となる21)0

(3)ワイン生産 ･流通に関する資材生産 ･供給ビジネス

資材生産 ･供給ビジネスに関しては､ワイン生産と同様にヴインヤードに関するものと

ワイナリーに関するものとに大別できる｡

ヴインヤードに関しては､流動的資材を除けば概ね次の3点が中心となろう.第 1に苗

木､第2に作業機械､第3に瑠璃関係機器 ･設備である｡まず､苗木の生産 ･供給ビジネ

スが挙げられるOフイロキセラ禍 22)を防ぐための台木 (ルー トス トック)と各ブ ドウ品

種との相性やその接木の方法がこのビジネスの技術的なポイントとなる｡笛木の選択はワ

インの種類や品質を長期的に左右する重要な経営戦略ともなる｡次に､作業機械の生産 ･

供給ビジネスについてであるが､ワイン用ブドウ生産は生果生産を中心とした栄樹生塵と

は異なり､収穫機をはじめ様々な機械が導入されてきている｡ただし､ヴインヤードの立

地 (平地か傾斜地か､あるいは土質等)､品種､生産者のワイン作りの考え方の相違等に

よって様々なブドウ樹の仕立て方が選択可能である｡大きくは棚仕立てか垣根仕立てかで

あるが､世界的には後者が一般的である｡さらに､後者においても様々な仕立て方が存在

し､樹高､畝幅も生産者によって大きく相違してくる｡したがって､同じ機械であっても

地域や各ゲインヤ-ドによって様々なオプションが必要となったり､あるいは使用される

機械体系そのものが全く異なったりする場合がある｡また､ワイン産出地域は夏期乾燥型

気候の場合が多く､水管理は比較的容易であるが ｢水｣自体が高価な資源となっているO
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したがって､濯潮に関する機器や資材の生産 ･供給ビジネスに関しては､必要最小限の水

をヴインヤー ドに供給できる濯潮システムが要求され､そのための測定機器や器具､設備

が考案され供給 されている23)0

ワイナリーに関しては､同様に概ね次の3点が中心となろう｡第 1にブドウの破砕 ･搾

汁 ･発酵段階に関するもの､第2にワインの熟成段階に関するもの､第3に壊話等の段階

に関するものであるOブドウの破砕 ･搾汁 ･発酵段階に関しては､除梗破砕機､バルーン

式ブドウ圧搾機､米酒循環式ステンレス発酵タンク等の機械 ･設備生産 ･供給ビジネスが

rF二心 となってきている24)｡執成段階に関しては､樽生産 ･供給ビジネスが大きな領域を占

めている｡しかし､樽は高価であり低価格ワインには使用できないため､近年では トース

トしたオーク材のチップや空気が通るように加工されたオーク片で樽香や熟成感をステン

レスタンク内で付着する技術も考案されてきているOそして､曝詰段階に関しては､まず

ワインの濯過機と曝詰ライン施設機器の生産 ･供給ビジネス及びそれと関連 してコルク生

産 ･供給ビジネスがrFTJむとなる｡特に高品質ワイン生産を目指す生産者にとって､コルク

は壌熟成のための必須資材であり､その品質はワインの品質そのものを大きく左右すると

いえるし､

(4)ワイン生産 ･流通に関する支援サービス ･ビジネス

ワイン生産 ･流通に関する支援サービス ･ビジネスに関しては､カスタム ･クラッシェ

とそのオプションという形で大別できる25)｡後者はさらにハー ド面における支援サービ

ス ･ビジネスとソフト面における支援サービス ･ビジネスとに分けることができる｡

カスタム ･クラッシュとは既に指摘 したように､もともとはワイン用ブドウ生産者から

の委託で-虜 の料金の下でクラッシュ作業を代行するサービスのことを指す｡このサービ

スは､ヴインヤー ドのみを所有 ･経営 し独自のワイナリ-を持たないヴインヤー ド所有 ･

経営者やワイン用ブドウ生産者が自家ブランドのワインを生産するために利用するだけで

はない｡自家ワイナリーがあってもその規模が自家ゲインヤー ドの規模と比べて小 さく､

生産 したブ ドウ全豪を自家ワイナリーで処理できない場合､あるいは販売ワインのライン

ナップが自家ワイナリーではカバーできない場合､将来の自家ヴインヤー ドやワイナリー

の規模拡大をスム-ズに図るためのマ-ケット･リサーチに要する事前販売用ワインを生

産する場合等､利用者側のLl的は多岐に渡るoなお､小規模ワイン用ブドウ生産者のため

には農協や組合による協同利用施設を利用したクラッシュが多くの図で行なわれている｡

このカスタム ･クラッシュにはワイナリーでのワイン作りのどの工程までをどのような管

理作業の下で引き受けるかについて様々な形態が存在する｡例えばワイナリーでの全ての

工程管理を委託者から引き受け､壌詰まで行なって委託者に手渡す場合 26)や委託者から

提示されたある工程管理までをその提示された方法に従って行なう場合などがある｡

次に､カスタム ･クラッシュ ･オプションは､基本的にはワイン用ブドウ生産から駿終
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的なワイン販売やヴインヤード経営､ワイナリ-経営に至るまで､カスタム ･クラッシュ

以外の様々なハード蘭 ･ソフ ト面に関する支援サ-ビスを含むOハード面に関しては様々

な作業代行サ-ビスが存在 しており､ヘリコプターによる薬剤等の空中散布から壌詰 ･ラ

ベル貼り作業まで広範な領域に渡っている｡他方､ソフト面に関してはハード面以W日二多

岐に渡っている｡具体的には､ゲインヤ- ドやワイナリーでの純粋に技術に関する情報提

供や指導から､---･般経営管理､財務 ･資金管理､税金対策､規模拡大 ･設備拡充等におけ

る投資問題等に関するアドバイザリー ･サービスや代行サービス､さらには新規ワイナリ

ーのコンセプ ト作りや設計､ワイン ･ラベルのデザイン作成等に関する支援サービス､ゲ

インヤー ドやワイナリーを購入 ･売却する場合などの鑑定サービス等まで多様な支援サー

ビス ･ビジネスが存在 している｡

(5)ワインに関する研究開発 ･教育 ･普及ビジネス

まず､ワインに関する教育 ･普及ビジネスは､イギリスを中心に展開された様々なワイ

ン啓蒙晋を別とすれば､1973年にイギリス人のステイ-ヴン ･スバリュア氏がパリにアカ

デ ミー ･デュ ･バン27)を設立 したのが世界におけるこの種ビジネスの展開の契機になっ

たと言われているO このような ｢ワイン学校｣は基本的に ｢ワイン非常飲園｣の人々を対

象としてきたといえるO この種の教育 ･普及は､消費者対象の領域とホビー的生産者や小

規模生産者を含むゲインヤードやワイナリ-の経営者や従業員を対象とした領域､及び流

通業者等その他関連主体を対象とした領域に大別することができる｡

さらに､ワインに関する研究開発領域では､ワイン用ブドウ生産に関する栽培学や農業

工学領域とワイン醸造に関する発酵工学領域と並んで､樽に欧米では､官能評価学領 域が

いわゆる ｢フー ド･サイエンス｣領域の中で重要な部分を占めている0

また､生産者や経営者及びその他の関連主体向けのセミナーやシンポジューム､研究会

が､大学､研究 ･普及機関や民間のア ドバイザリー会社等によって様々な形態で研究開

発 ･教育 ･普及ビジネスの-▲環として展開されてきている｡そこでは､小規模ヴインヤー

ドやワイナリ-経営への新規参入者を対象としたものから､既存のヴインヤー ドやワイナ

リー経営者､銀行や会計事務所､ア ドバイザリ-会社や一般投資家まで参加する情報交換

を中心としたものまで､様々な規模や形態の事例が認められる｡なお､ゲインヤー ドやワ

イナリ-経営者や生産者に対する研究開発 ･教育 ･普及ビジネスは､経営支援サービスの

一部としても押さえることができよう｡
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4.ワイン･ビジネスに関する研究課題

以上､ワイン生産 ･流通 ･消費やそれを取巻く状況の諸特徴及びワイン･ビジネスに関

するアウト･ラインを踏まえると､ワイン･ビジネスに関する研究課題は､次のように整

理することができよう｡

課題 1:ワインの商品的及び消費の特質とそれを形成してきた文化 ･歴史及び技術に

関する研究

課題2:ワイン用ブドウ生産及びワイン生産に関する盛業組織の研究

課題 3:ヴインヤ- ド及びワイナリー経営に関する様々な経営管理の特質と問題及び

それらの個別経営の展開 ･発展に関する研究

課題 4:カスタム ･クラッシュに代表されるワイン関連産業の動向及びワイン産業へ

及ぼす影響とそれらの個別経営の展開 ･発展に関する研究

課題 5:ワイン関連の研究開発 ･教育 ･普及における大学､研究 ･普及機関及び民間

会社の役割とワイン産業にとっての位置付けに関する研究

課題 6:ワイン･マーケテイングにおける特質とそれがワイン産業へ及ぼす責i3饗と問

題に関する研究

課題 7:ワインの官能評佃は それがワイン座業へ及ぼす影響と問題に関する研究

課題 8:ワインの生産 ･流通 ･消費に関する法律 ･制度とそれがワイン産業へ及ぼす

影響と問題に関する研究

課題 9:ワイン産業の発展が地域農業や地域経済へ及ぼす影響と問題に関する研究

課題10:ワイン産業における土地利矧閤題及び環境問題とそれがワイン産業へ及ぼす

影響と問題に関する研究

(日 第1課題について

当課題は､｢ワイン常飲国｣で今日まで大嵐に消費されてきているジャダ ･クラスのワ

インから今r:l世界的規模でその消費が拡大 ･普及しつつあるプレミアム ･クラス以上のワ

インまでの様々なレベルで位置付けられるワインの商品的特質及びその消費の特磐を､ワ

イン醸造技術の進歩とワインの ｢作り手｣の考え方及び各国の食文化の変遷とに焦点を当

てながら明らかにすることである28)｡そこでは､代替材の生産 ･消費の動向や消費者の年

齢 ･世代 ･時代等を考慮することも課題への接近において重要となろう｡

(2)第2課題について

当課題は､ワイン用ブ ドウ生産及びワイン生産を中心としたワイン産業及びワイン関連

産業の水平的 ･垂直的な産業組織の変遷及び変化の動向を踏まえ､その実態や特色､展開
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論理を各国のワイン産業及びワイン関連産業を取巻く経済環境や国際貿易 ･流通環境等を

課題 1と関連させつつ考慮し､さらには課題8とも関連するがアルコール含有飲料として

の法的 凋り度的条件も考慮しながら明らかにすることにある｡

(3)第3課題について

ヴインヤー ド及びワイナリー経営は､敏綿製品のラインナップと各アイテムのボリュー

ムにもよるが､果樹農業生産の特質としての年々のブドウ収嵐及び品質変動に加え､最終

製品としてのワインにたどり着くまでに長期間を要し､様々な段階で種々のリスクを被る

状況に絶えず晒されている｡そこで､当課題はゲインヤー ド及びワイナリー経営に関る

様々な経営管理問題を整理し､個別経営管理の各局面における特質及び論理と問題を明ら

かにすることにある｡特にワイナリー経営においては､その特質から在庫管理問題を中心

に資金の動向 ･変化に着目したファイナンシャル ･マメ-ジメント29)に関する特質や論

理､問題をその他の経営管矧濁題の中心に据えながら､経営形態の相違や変化､経営発展

の有り方 ･方向との関連で明らかにすることが重要となる｡

(4)第4課題について

現在､カスタム ･クラッシュ及びそのオプションとして括られるワイン関連産業は､カ

リフォルニアを中心としたワイン新興地域において目覚しい発展と展開を成し遂げてきて

いる｡当課題は､課題2とも関連するが､ここではこれらのワイン関連産業をワイン産業

の支援サービス産業と位置付ける｡そして､各支援サービス提供主体の経営形態や個別経

営問題に焦点を当て､各支援サービスの必要性､必要となってきた経緯､各支援サービス

の提供形態､取引の特徴､問題､今後の展開方向等を図や州における関連制度 ･法律の規

制等を考慮しつつ明らかにする.その上で､これらの各支援サービスがワイン産業に与え

る影響と問題を明らかにすることにある｡

(5)第5課題について

ワインに関する研究開発 ･教育 ･普及に関しては､大学､研究 ･普及機関及び民間会社

の役割分担が重要となる.樽に民間では提供が困難な領域での役割が､研究開発を中心に

して大学及び研究 ･普及機関には求められる｡そこで､当課題は､ワイン産業及びワイン

関連産業の発展 ･展開を幌みつつ､その中での大学､研究 ･普及機関及び民間会社のそれ

ぞれが担うべき研究開発 ･教育 ･普及の対象領域や有り方を､課題 4とも関連させながら

現状での取り組みの事例分析を重視して明らかにすることにある｡

(6)第6課題について

｢ワイン常飲国｣とそれ以外の国とでは食文化におけるワインの位置に関して大きな相
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違があるといえる｡また､晴好品という性格上､先進国と途上国の間でも大きな相違があ

るといえようOさらには､裸題 8とも関連するがアルコール含有飲料としてその流通には､

図や州によっても異なっている法律や制度による様々な規制が大きな影響を及ぼすといえ

るO また､最近ではインターネットの普及による新たな流通チャンネルの紬 役･展開も始

まってきている｡当課題は､このような状況や条件を考慮 しながら､国や州におけるワイ

ン･マーケテイング ･チャンネルや経路の実態を明らかにし､その特質と問題を整理 ･解

明する｡その上で国内流通､匡日登流通の双方に着日しつつワイン ･マーケテイングの今後

の展開の方向とそれがワイン産業に与える宕ij響を明らかにすることにある｡

(7)第7課題について

プレミアム ･クラス以上の高品質ワインに関しては､専門家等による官能評価を基礎と

した様々な評価情報がワインの流通 ･消費市場に大きな毎日轡を与えている.そこで､当課

題は､まずワイン官能評価の特徴と問題点を他の加工食品に対する官能評価の方法と対比

しながら明らかにする｡その上で､官能評価情報がワイン産業に与える影響をこれまでの

実態から明らかにし､さらにそこでの問題を課題 6と関連させつつ検討し､官能評価の有

り方に関して-･定の方向を提示することにある｡

(8)第8課題について

既に指摘 したようにワインに関しては図や州によって様々な法律や制度が存在する｡こ

のことは当然､課題2､6とも関連 し､図や州のワイン産業の産業組織やマーケテイング

に与件として大きく影響する｡そこで､当課題は､ワインの生産 ･流通 ･消費に関する各

国における法律や制度を比較 ･整理 し､生産 ･流通 ･消費の各局面における宕i3響と問題を

明らかにすることにある｡

(9)第9課題について

ワイン生産の中心となるワイナリーとその周辺に展開するヴインヤー ドは､ワイン生産

の特質から当該地域の土地から離れることが困難である｡ガスタンクのような大規模なワ

イン醸造タンクが林立し､あたかも石油コンビナー トのような様相を星している大規模ワ

イナリーから､ブティック ･ワイナリー30)と呼ばれる小規模ワイナリーまで様々な規模

や経営形態のワイナリーが存在するが､各ワイナリ可 ま当該地域のシンボル的存在となっ

ている場令が多い｡それらblL一地域に複数存在する場合もある｡そこで､当課題は､地域

清橡化に果たすゲインヤー ドやワイナリーの役割に着目しながら､それらが座業として地

域農業 ･地域経済に与えるミクロ的 ･マクロ的影響 ･効果を産地諭も加味しつつ明らかに

することにある｡
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(10)第10課題について

当課題は､近年､農業生産一般に関る問題として認識されてきているが､これらの問題

が､今後､ヴインヤー ドやワイナリー経営に大きな寿を3響を与･えるであろうことは十分予想

される｡そこで､当課題はゲインヤ- ドやワイナリーの展開 ･拡大に伴う土地利用計画問

題や環境負荷問題をミクロ及びマクロの両視点から盤埋 し､それらの問題がワイン産業に

与える影響を国や州による環境政策との関連を重視 しつつ明らかにすることにあるO

5.ワイン･ビジネス研究に期待される学術的特色と展開方向

前節でワイン ･ビジネス研究の課題を10の課題に分類 ･生理 したが､これらを トータル

で見た場合､次のような学術的特色と意義を有していると考えられる0

第 1に､果樹加工産業の競争構造は､ジュ-ス､缶詰産業に代表 されるように寡Ⅰ封ftj競

争構造が-般的である｡しかし､それに対 してワイン生産座業は ｢ニッチ｣と ｢ポジショ

ニング｣をキーワ- ドとした典型的な独占的競争構造を星 しており､その競争構造の存立

条件の ミクロ ･マクロ及び園内 ･国外それぞれの両サイドを視野に入れた多角的 ･構造的

解明は世界的にも進んでおらず､この間題の解明は農産物加工産業全般の競争構造の解明

にとって大きな布石になると考えられるO

第2に､ワイン生産ビジネスは図や地域､経営類型等による差異はあるもののその性格

上､長期的視点に立った巨額の投資と年々の短期的な資金フロー管理が､栄樹農業生産に

特有の様々なリスクへの対応を前提にして個別経営管理上同時に要求 される｡その意味で､

通常のコス ト･ベネフィッ ト管理や資金管理の枠組みでは解明 しきれない経営管理上の

｢妙味｣ 31)が経営者に要求されると考えられるO その経営管理上の ｢妙味｣の解明は､ワ

イン生産ビジネスへの応用だけでなく､今後アグリビジネスとしての果樹加工あるいは農

産物加工経営一般への応秤目こおいても大な意義を有すると考えられる｡

第 3に､カスタム ･クラッシュ及びそのオプションとして括 られるワイン関連ビジネス

は､園や州､地域等におけるワイン産業を取巻く様々な経済状況や条件等によってその展

開 ･発展の経緯や方向が基本的に規定されてくる｡当然､ワインの生産 ･流通 ･消費に関
する制度 ･法律の規制にも大きく影響 されるであろう｡その意味で､広範に展開している

経営支援サービス ･ビジネスを様々な局面や角度から生理 ･分析 し､その展開の条件や論

理を解明することは､研究開発 ･教育 ･普及に関する大学､研究 ･普及機関及び民間会社

の役割分担やそれぞれの役割の有り方を解明することと併わせて､今後ますます重要とな

るであろう ｢農業における経営支援｣に関する研究領域において大きく貫献すると考えら

れる｡

第 4に､従来農産物及びその如二に品の生産 ･流通 ･消費に関する分析において､官能評

- 2 11 1



生物資源経研研究

価という視点はほとんど考慮 されず､消費者への食味等のラフな形式のアンケー ト調査に

よる方法がほとんどであったといえるo Lかし､ワイン産業においては官能評価の問題は

生産 ･消費分桝の両面において避けて通ることができず､この研究領域における課題への

接近方法や課題の解明は農産物及びその加工品の生産 ･消費分析に新たな視点を提供する

可能性が期待 される｡

第 5に､フランスの ｢A.0.C,｣等に代表 されるワイン認証制度は､世界的に消費者まで

含めて広 く認知されており､様々な農産物における認証制度の中でも際立った存在となっ

ている｡ したがって､国際比較を通じたワイン認証制度の研究は､今後広 く農産物におけ

る認証制度の有 り方や問題を生産 ･流通 ･消費の各局面において解明する上で極めて重要

な情報を提供することが期待 される｡

第 6に､ワイン産出地域はワイン用ブ ドウ及びワインの ｢産地｣として位置付けること

ができる｡さらにその地域には､シンボル的存在としてのワイナリー､ワイン用ブ ドウ生

産者､レス トランや様々な食材店等も含めたワイン関連の様々な主体と地域住民等のその

他の主体とが共存 しており､ワイン生産をその中心とした地域農業や地域経済の展開の域

として位置付けることも重要となる｡このようにワイン産出地域においては慮地発展と地

域農業､地域経済の活性化とは互いに密接に関連 しており､この種領域での研究は従来の

産地論と地域農業論､地域経済論との関連を明確にしつつ､そこに新たな視点を提供する

可能性が期待 される｡

6.まとめ

近年､ワイン消費の動向は少なくとも我が国も含め先進諸国の食文化に多大な影響を及

ぼしてきており､今後もその影響は食文化の深化と共に大きくなるものと予想 される｡そ

れは､｢ワイン常飲国｣においても同様で､水代わりの飲み物から食文化を担う食材の重

要な柱へと大きく変貌 しつつあるといえる32)｡このことは､主要ワイン産出国におけるジ

ャダ ･クラスからプレミアム ･クラス以上のクラスへの生産シフ トが急速に進んでいるこ

とからも推測 される｡また､｢ジョイン ト･ベンチャー｣ 33)方式での認知度の高いワイナ

リ-間の国際提携による新たなコンセプ トを持つワイナリーの設立やワインの開発､オー

ス トラリアで急速に進んでいるワイナリー間の統合 ･合併､米国等の ｢ワイン非常飲団｣

におけるブティック ･ワイナリー等の小規模ワイナリー新設の急増等､この10年程度の間

に国際的なワイン ･ビジネスを巡る状況は大きく様変わりしつつあるといえるO さらに､

2001年 9月よりユーロネクス ト34)においてワイン先物取引がフランス ･ボル ドー産高品

質赤ワインを対象に世界に先駆けて始められたOこれは､先物市場の持つヘッジ機能によ

り､常に大きな価格変動を持つ高品質ワインの生産 ･消費を世界規模で円滑化することを
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狙ったものであり､今後､他地域や他国産の高品質ワインにも拡大していくことが計画さ

れている｡このような状況を考慮するなら､ワイン･ビジネスにおいては､座業としての

規模の拡大と磐の高度化､構造の竣雑化が､各国において多様な経綿を経ながら進行して

きているといえよう｡その意味で､ワイン･ビジネス研究は､その展開の経緯から比較研

究も含めて極めて矧幣的の視野での分析 ･解明が必要となろう.そこでは､｢ワイン常飲

同｣と ｢ワイン非常飲園｣､その中でのワインの生産 ･流通 ･消費､輸出入､制度や規制

等を視野に入れながら､それらの条件や変化の方向に留意することが絶えず求められよう｡

そこでは､今後､大きくはアグリビジネス諭､地域農業諭､食文化諭の各研究領域におい

て新しい知見や展開の可能性が期待できるものと考えられる｡

注

1)本稿は､筆者がJP)鋸 1年度文部科学省長期在外研究員 (甲種)として平成12年3月21日から

平成13年1月18日まで米固カリフォルニア大学デービス校において ｢果樹股業及び栄樹加工成

業の展開 ･発展とファイナンシャル ･マネージメントに関する研究｣に従事 している期間の調

査研究の成栄に基づいて構想されたものである0

2)ワイン用､ジュース用､干しブ ドウ用､生食用の全ての用途別ブ ドウが対象｡

3)本稿では地中海諸国に代表 されるような､ワインをその団の食文化の中で日常的な飲み物と

して生産 ･消費 してきた国を指す.

4)本稿ではイギリスや日本のようにワインをその園の食文化の中には本来持たず､外来的なア

ルコール含有飲料の-･つとして事受 してきた園を指す｡

5)多民族国家として一部例外もある0

6)ワイン醸造所のことをいうOフランスでは ｢シャトー｣や ｢ドメ-ヌ｣ともいう｡

7)ワイン用ブ ドウ棚のことをいう｡

8)ブ ドウを破砕すること｡

9)｢,iiL ジョレ ･ヌーボー｣に代表 されるマセラシオン ･カルボニック法による早出しワインの

スタイル｡原料ブドウを収穫した年に販売 されるo

lO)通常1ケースは750mlボトル12本分で9リットルと換算されるo

ll)我が匝lではワインに関する法規制は､酒税法で規定 されたものだけで果実酒の中にひと括 り

にされている｡欧米諸国にあるような ｢ワイン法｣といえる法律は存在 しない｡

12)低価格ワインには､大殿生産が可能な代替コルクが使用されることがある0

13)フランス ･ブルゴーニュの ｢オスビス ･ド･ボーヌ｣等が古 くからのワイン ･オークション

として知られている｡

14)｢インターナショナル ･ワイン ･アンド.スピリッツ ･コンペティション｣が国際的にi孜も権

威のあるコンテス トとして知られている0

15)これらの結果次第で､無名のワイナリーの製品が国際市場に突如l現れたり､あるいは特定ワ

イナ リ-の特定銘柄ワインが買い占められて市場から突如倭 を消 したり､逆にこれまで売れて

いたワイナリ-の製品が突如買い控えられワイナリー経営が行き詰まるといったような状況が､

近年頻繁に発生 してきている｡

16)ワイナリ-においてワインのスタイルやコンセプ トを決定 し､あるいは既に決定されたスタ

イルやコンセプ トを前提に､ワイン生産工程に責任を持つ高度なワイン醸造技術を持った職人0
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17)ワインメーカーのlrでワイン生塵に闘 賓携わる職人｡

18)ホビー的生塵経営を含む小規模ワイナリーは別として､年問10万ケース以上の中 ･大規模ワ

イナリーでは､所有者､経営者､ワインメーカーがそれぞれ分離している場合が多い｡

19)各シャトーの醸造ワインに関するネゴシアン問の伝統的な分配システム｡

20)樽やタンクのような大きな容器での取引における荷姿の形態｡

21)特に､日本はヨーロッパやカリフォルニア､オース トラリア等のどの主要ワイン塵山地城か

らも遠い｡---一方､空輸が主体の図際宅急便を利用すれば､例えば世界のどの主要ワイン庶出地

域からでもほぼ3-5日で日本の消費者にワインが届くOただし､その場合､一定の輸送費や

関税が追加的曹月は して必要となり､ワインの価格レベルや数鼠によって負租の比率が変わっ

てくるOそして､我が団においても様々なアイテムのワインを楽しむという趣旨で､小人数グ

ループによる購入がこの種個人輸入業者と結びついている事例が少なからず認められる｡

22)米【:糾い酉部原産のブ ドウの厳に等生する事由｡ヨーロッパや米国カリフォルニア等でかつて

ゲインヤー ド全滅の危機に晒されたことがあるOこの害虫に対抗するためにはこの害虫に耐性

を持った台木 (ルー トス トソク)が必要となる｡

23)近年では､ブドウ樹の薬一-一枚の水煮気分圧の測定機器からドロップ ･イ1)ダーション ･シス

テムまで様々な機器やシステムが考案されており､多様な供給主体によって供給されてきてい

る｡

24)しかし､このような ｢工業化｣的生産への流れに対して伝統的な樽発酵へのl司堀が､高品質

ワイン生塵を目指すワイナリーで近年広範に見られるようにもなってきた｡

25)この分類は､この種のサービス ･ビジネスの発展 ･展開が広範に行なわれてきている米国カ

リフォルニアにおける経綿を踏まえてたものである｡

26)一郎､次のカスタム ･クラッシュ ･オプションのハード面に偶すると考えられる二l二樫も含む｡

27)アカデミー ･デュ ･バンは､今r:(､一般消費者向けの ｢ワイン学校｣と共にソムリエ等消費

者と向き合う専門家向けの ｢ワイン学校｣としても世界的に認められている｡

28)この領域に関連した文献としては､文献 日 工 [14]､[15]が挙げられる｡

29)欧米で使用される ｢ファイナンシャル ･マネージメント｣という用語は､財務管男lまに関る多

くの話局面での経営管理を嚢 しているといえる｡ここでは､特に資金会紺Bj面を中心とした経

営管理のことを指している｡

30)基本的に家族経営が主体の小規模ワイナリーで､かつワイン醸造にこだわりを持ち､特定の

アイテムに的を絞 りつつ独巨げ ランドの高品質ワインを小規模に生産するワイナリーを指す｡

31)"Acquiredski一l"に対応する0

32)詳細は､ 文 献 [日 を参照｡

33)この事例では､米l藁lカリフォルニアの ｢ロバー ト･モンダビ ･ワイナ])-｣とフランス ･ボ

ル ドーの ｢シャトー ･ムー トン･ロッチル ド｣との提携による ｢オーパス ･ワン･ワイナリー｣
が有名｡

34)1999年 1月の通貨統食 (ユーロ誕生)を契機とし､2000年9月にパ リ､アムステルダム､ブ

リュッセルの3つの証券収引締が合併して発足した新証券取引所｡
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